
令和８年１月１５日（木）
三木市役所４階 特別会議室

三木市土地利用基本計画の
見直しについて



まもる区域

保全区域

農業区域

三木市土地利用基本計画とは

地域の将来像を住民や地権者が共有し、まちづくりを進めていくための計画

秩序ある土地利用を実現するために、土地利用を五つのまとまった区域に分類し、ゾーニングを
行なうことで、基本的な土地利用方針を示す

調整区域の地区計画制度、特別指定区域制度活用時の方針となる
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特定区域

集落区域

森林区域

良好な自然環境を保全する区域

農業の振興を図る区域

森林として地域環境の形成を図る区域

良好な居住環境を保全または形成する区域

地域の活性化に資する

特定の用途の建築物を整備・開発する区域

特定区域

つくる区域

地域におけるコミュニティ形成のため

公共施設や教育施設、公園など

公共公益施設系区域

神社など保全すべき場所 等 周辺の自然環境や居住環境に影響の
ない範囲で一定の建築や開発を緩和

特別指定区域を活用できる



計画改定の背景と目的

人口減少

• 人口減少による
地域活力低下

産業立地

• アクセス向上を
見込んだ産業立
地ニーズへの柔
軟な対応

農との調和

• 宅地と農地が混
在することによ
る土地利用の混
乱

地域の実情にあった土地利用基本方針を明確に示す

適正な土地利用の誘導方針を示す
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三木市土地利用基本計画の構成

• 計画改定の背景と目的

• 計画の役割

• 計画の期間

• 計画の対象区域

• 計画の位置づけ

序 章 はじめに

• 三木市の現状

• 上位・関連計画等の整理

• 住民意向

• 土地利用規制が弱い地域等

• 市街化調整区域における現状と課題

• 市街化調整区域の地区（小学校区）ごとの現状と課題

第 １ 章 三木市の現状と課題

• 集落環境の維持・保全

• 地域活性化につながる計画的な土地利用の誘導

• 優良農地や田園風景の保全・活用

• 緑豊かな地域環境の保全・活用

• 災害リスクの低減

第 ２ 章 土地利用の基本方針

• 土地利用区分の基本的な考え方と誘導方針

• 土地利用区分の設定基準

• 市街化調整区域における集落区域の敷地規模の指針

第 ３ 章 土地利用区分の設定

• 土地利用計画図

第 ４ 章 土地利用計画図
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計画の対象区域・計画期間
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図 市域の構成

計画期間
三木市土地利用基本計画は、三木市都市計画マスタープランの
下位計画であるため、三木市都市計画マスタープランと併せて
2036(令和18）年度までを目標年次とします。
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三木市の現状

平成22年 平成27年 令和２年
人口増減率
平成22年比

三木市人口(人) 81,009 76,548 75,294 −7.1％

市街化区域人口(人) 55,165 53,933 53,186 −2.2%

人口比率 68.1% 69.5% 71.6% ―

人口密度(人/ha) 43.9 42.8 42.9 ―

市街化調整区域人口(人) 13,202 12,114 11,185 −15.3%

人口比率 16.3% 15.8% 14.9% ―

人口密度(人/ha) 2.1 2.0 1.8 ―

吉川都市計画区域人口(人) 8,576 7,595 6,872 −19.9%

人口比率 10.6% 9.9% 9.1% ―

人口密度(人/ha) 1.5 1.3 1.2 ―

都市計画区域外人口(人) 4,066 3,653 3,304 −18.7%

人口比率 5.0% 4.8% 4.4% ―

人口密度(人/ha) 0.9 0.8 0.7 ―

表 都市計画区域内外区分別人口
出典：国勢調査

8.2％ 高い
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人口減少



三木市の現状

産業立地

図 事業所数・従業者数の推移

増加傾向にある
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  平成 29 年 平成 30 年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 合計 

 
 

件数 
(件) 

面積
(㎡) 

件数 
(件) 

面積
(㎡) 

件数 
(件) 

面積
(㎡) 

件数 
(件) 

面積
(㎡) 

件数 
(件) 

面積
(㎡) 

件数 
(件) 

面積
(㎡) 

件数 
(件) 

面積
(㎡) 

三木 

住宅⽤地 1  232 1  144 2  746 2  874 6  1,789 2  924 14  4,709 
工業⽤地 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 

公共公益施設⽤地 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 
その他の⽤地 2  1,240 4  3,637 3  1,493 5  3,405 17  18,901 13  15,016 44  43,692 

三木
南 

住宅⽤地 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 
工業⽤地 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 

公共公益施設⽤地 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 
その他の⽤地 1  1,192 2  1,614 4  6,810 4  5,385 0  0 1  2,687 12  17,688 

別所 

住宅⽤地 1  499 2  1,124 1  341 1  112 0  0 0  0 5  2,076 
工業⽤地 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 

公共公益施設⽤地 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 
その他の⽤地 3  3,665 7  9,755 6  18,271 3  4,095 10  11,479 2  3,811 31  51,076 

志染 

住宅⽤地 0  0 1  213 1  456 0  0 0  0 2  132 4  801 
工業⽤地 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 

公共公益施設⽤地 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 
その他の⽤地 2  901 3  878 4  2,943 3  2,922 8  3,407 1  1,536 21  12,587 

合計 

住宅⽤地 2  731 4  1,481 4  1,543 3  986 6  1,789 4  1,056 23  7,586 
工業⽤地 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 

公共公益施設⽤地 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 
その他の⽤地 8  6,998 16  15,884 17  29,517 15  15,807 35  33,787 17  23,050 108  125,043 

 

三木市の現状

農との調和

※その他の用地：資材置き場や太陽光発電設備の
設置場所が多い

表 市街化調整区域における農地転用状況
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住民意向

➀各自治会との意見交換会

＜実施期間＞

○2024（令和６）年８月から2025（令和７）年12月

＜主な意見＞

〇新たな居住者のための住宅を望む

〇新たな居住者が自治会活動に参加してくれるか不安

〇幹線道路沿いや耕作放棄地などは、土地利用規制を緩和してほしい

〇共同住宅よりも戸建て住宅を望む

〇空き家の活用策が必要

〇高齢者施設やコンビニなどの立地を望む
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住民意向

②市民アンケート

＜調査目的＞

都市計画マスタープランの見直しに際して実施した市民アンケートにおいて、市街化調整区域に居住する方の望む

まちづくり等に関する意向を把握するため

＜調査結果＞

〇土地利用上の課題については、「手入れの行われていない自然環境が増えている」「担い手のない耕作放棄地が

増えている」「空き家（空き店舗、工場を含む）や空き地が増えている」といった回答が多くなっているが市全体

と同じ

〇居住地区に必要と思う施設について、「日常生活に必要な店舗・サービス施設」が最も多くなっている

〇居住地区のまちづくりの方向性について、三木・別所・志染地区では「自然豊かで、住宅や農地が共存した落ち

着いた生活のできるまち」、三木南地区では「公共施設や医療施設などが充実した安心なまち」が最も多くなって

いる

〇定住意向について、「これからも今の地区で暮らし続けたい」が最も多くなっている。
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市街化調整区域における現状と課題

１．既存集落の活力維持 〇人口減少や地域活力の低下

⇒既存集落の維持

２．産業立地ニーズへの柔軟な対応 〇既存工場の拡張や産業立地ニーズの高まり

⇒優れた道路網を生かした産業立地の計画的な誘導

３．農地の保全 〇農業の担い手不足による耕作放棄地の増加

⇒農地の集約化等による保全と適正な土地利用誘導

４．緑豊かな地域環境の保全と活用 〇豊かな自然環境や緑を生かした施設の利活用

⇒豊かな地域環境の維持・活用

５．災害リスクへの対応

⇒住宅の立地を誘導する際は災害リスクを考慮
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土地利用の基本方針
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○集落環境の維持・保全

・優良農地への影響を抑えた土地利用の誘導

・敷地の小規模化、密集化の防止

○地域の活性化につながる計画的な土地利用の誘導

・優れた道路網を生かした産業立地の計画的な誘導

・地域の活性化に資する幹線道路沿道の土地利用

○土地利用区分を明確化することによる優良農地や田園風景の保全・活用

・新たな居住者のための住宅が建築出来る制度運用の構築による営農環境の保全

○災害リスクの低減

・災害リスクのある区域への土地利用を抑制
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土地利用区分 誘導方針 設定基準

保全区域

• 原則、土地利用転換を認めない

• 豊かな自然を活用するための小規模な施設整備は、周

辺環境との調和を満たす場合に限り可能とする。

• 里山、鎮守の森等については、地域住民のかけがえの

ない資源として維持保全する

• 国有林の区域及び森林法に基づく保安林の区域

• 里山、丘陵、河川、ため池、保全すべき緑地等

• 社寺境内地、鎮守の森等の貴重な区域

森林区域

• 都市的土地利用や開発、施設整備を抑制する

• 森林資源を活かし、自然とのふれあいを中心とした場

を誘導する

• 保全区域に該当しない森林、地域環境の形式を図

る区域

• スポーツやレクリエーションを通じ自然とふれあ

う場

農業区域

• 優良農地を保全するとともに、農地の集積・集約化に

よる環境を整備する

• 豊かな田園環境を生かすとともに良好な生活環境に支

障を及ぼす土地利用等を抑制する

• 農用地区域（集落に介在する小規模な未整備農地

等を除く）

• 農用地と一体的に農業振興を図る区域

• ため池及び用水路等の農業用施設が一体となって

いる区域

土地利用区分の設定
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保全区域

農業区域

森林区域



土地利用区分の設定
土地利用区分 誘導方針 設定基準

集落区域

• 良好な集落環境の形成に支障を及ぼす都市的土地利

用等を抑制する

• 商業・業務施設については、小規模なものとする

• 周辺環境と調和した低層住宅を主とした建築物の誘

導を図る

• 既存集落の区域

• 既存集落の拡張が見込まれる区域

• 集落における生活関連施設等を立地させる必要があ

る区域

特定
区域

事業
所系

• 周辺の環境等と調整を図り、地域の活性化に資する

ものは許容する

• 雇用の場の創出や定住促進に資する産業立地を可能

とする

• 広域交通網を生かした産業立地を誘導する区域

• 地域活性化等の向上のために有効利用を図る区域

公共
公益
系

• 集落環境と調和した公共公益施設等の整備を図る • 公共施設などの公共公益施設の区域
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集落区域

公共
公益
系

事業所
系



三木市土地利用基本計画の構成

• 計画改定の背景と目的

• 計画の役割

• 計画の期間

• 計画の対象区域

• 計画の位置づけ

序 章 はじめに

• 三木市の現状

• 上位・関連計画等の整理

• 住民意向

• 土地利用規制が弱い地域等

• 市街化調整区域における現状と課題

• 市街化調整区域の地区（小学校区）ごとの現状と課題

第 １ 章 三木市の現状と課題

• 集落環境の維持・保全

• 地域活性化につながる計画的な土地利用の誘導

• 優良農地や田園風景の保全・活用

• 緑豊かな地域環境の保全・活用

• 災害リスクの低減

第 ２ 章 土地利用の基本方針

• 土地利用区分の基本的な考え方と誘導方針

• 土地利用区分の設定基準

• 市街化調整区域における集落区域の敷地規模の指針

第 ３ 章 土地利用区分の設定

• 土地利用計画図

第 ４ 章 土地利用計画図



三木市土地利用計画図（現行計画） 凡例

保全区域

森林区域

農業区域

集落区域

特定区域(事業所系）

特定区域(公共系）

市街化区域
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三木市土地利用計画図（見直し後）
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凡例

保全区域

森林区域

農業区域

集落区域

特定区域(事業所系）

特定区域(公共系）

市街化区域

小学校区
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 三木小学校区

美嚢川

三木環状線

三木三田線

16

三木高等学校

凡例

保全区域

森林区域

農業区域

集落区域

特定区域(事業所系）

特定区域(公共系）

市街化区域

小学校区

加古川三田線

恵比須駅

岩宮大村線

三木小学校

三木三田線
志染バイパス



 平田小校区

三木高等学校

(仮称)三木ｽﾏｰﾄｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ

三木小野ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ

大村病院

正法寺三木
停車場線

美嚢川
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平田
小学校大村駅

国道175号

岩宮大村線

凡例

保全区域

森林区域

農業区域

集落区域

特定区域(事業所系）

特定区域(公共系）

市街化区域

小学校区

三木駅



 広野小校区

国道175号

三木環状線

神戸三木線
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三木山総合
公園道の駅

みき

広野小学校

三木南交流
センター

クリーン
センター

神戸三木線

凡例

保全区域

森林区域

農業区域

集落区域

特定区域(事業所系）

特定区域(公共系）

市街化区域

小学校区



三木環状線
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 別所小学校区

三木ホース
ランドパーク

道の駅
みき

三木工場公園

国道175号

別所小学校

中央池

凡例

保全区域

森林区域

農業区域

集落区域

特定区域(事業所系）

特定区域(公共系）

市街化区域

小学校区



 別所小学校区

美嚢川

加古川三田線

三木環状線

20
三木工場

公園

別所小学校

別所中学校

正法寺山
展望広場

別所ふるさと
交流館

凡例

保全区域

森林区域

農業区域

集落区域

特定区域(事業所系）

特定区域(公共系）

市街化区域

小学校区

国道175号

三木小野ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ



 志染小学校区

志染川

神戸加東線

21

三木東ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ

三木総合防災公園

旧志染
中学校

三木三田線
(志染バイパス）

凡例

保全区域

森林区域

農業区域

集落区域

特定区域(事業所系）

特定区域(公共系）

市街化区域

小学校区

三木三田線

志染
小学校

平野三木線



 志染小学校区

22

志染川

三木三田線

神戸加東線

三木総合防災公園

ひょうご
情報公園都市

志染
小学校

凡例

保全区域

森林区域

農業区域

集落区域

特定区域(事業所系）

特定区域(公共系）

市街化区域

小学校区

三木東ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ



三木市土地利用基本計画見直しスケジュール

令和8年度年度

月
412 1 2 3

令和7年度

105 6 7 8 9

都

市

計

画

審

議

会

都

市

計

画

審

議

会

案

縦

覧
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